
内 閣 府 だ よ り

　令和５年８月２日～３日にかけて、「こども霞が関見学デー」が開催されました。
　内閣府沖縄担当部局では、「青い海、白い浜、沖縄！」というテーマを掲げ、黒糖の紹介
やポストカードを作成し、波照間島から届けてもらえるブース等を出展しました。

　令和５年７月26日～27日にかけて、岡田沖縄担当大臣は沖縄県を訪問しました。
　26日には、沖縄経済界の方々の参加を得て、初の試みとなる「強い沖縄経済セミナー
2023」を開催し、冒頭、基調講演を行うとともに、沖縄工業高等専門学校（沖縄高専）、沖
縄科学技術大学院大学（OIST）及び琉球大学の代表者から、「人の育成」、「起業・産学官
連携の促進」及び「跡地の利活用」の三点にそれぞれ焦点を当てたプレゼンテーションを
いただきました。
　また、セミナー前には、沖縄健康医療拠点の建設状況（宜野湾市）や、本年３月に竣工し
た牧志公設市場（那覇市）を視察しました。さらに、翌27日には久米島を訪問し、製糖工場
や車海老養殖場、海洋深層水研究所等を視察するとともに、副町長等との意見交換を行い
ました。
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夏休みに内閣府を見学「こども霞が関見学デー」
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登録を受けるかどうか って、どう判断したらいいの？？　　

～  登録申請手続関係サイトのご紹介  ～

令和5年10月1日から

現在免税事業者の方も、ご自身の事業実態に

合わせて、インボイス発行事業者の登録を受け

るかをご検討ください。

インボイス制度が始まります！

沖 縄 国 税 事 務 所

インボイス制度に関するご質問やご相談は、インボイスコールセンターへ！！
0120-205-553（無料）　受付時間 9：00～17：00（土日祝日を除く）

インボイス制度特設サイト 登録申請手続 作成マニュアル
～e-Tax ソフト（WEB版）～ Q&A

売上先からインボイスの交付を求められるか、検討・確認をしてみましょう
□

□

□

課税事業者である売上先は、仕入税額控除のため、あなたが交付するインボイスが必要です
課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先は、インボイスが不要です
消費税、免税事業者である売上先は、インボイスが不要です

登録を受けた場合と受けなかった場合について、考えてみましょう
□

□

□

登録を受けた場合は、インボイスが交付でき、課税事業者として消費税の申告が必要です
登録を受けない場合は、インボイスを交付できませんが、課税事業者となる必要はありません
なお、売上先は、経過措置期間は仕入税額の一部が控除できます（経過措置終了後は控除できません）
必要に応じて、取引先（売上先や仕入先）と取引条件の見直しを相談するなども検討しましょう
また、逆に、取引先から相談を受ける場合もあり得ます

◆ 登録を受けるかどうかは事業者の任意です

事業者の皆様、ご検討はお済みですか？

消費税


